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教育民生委員会所管事務調査報告書 

 

【はじめに】 

 食は子どもたちの心身の成長や人格形成に大きな影響を及ぼすなど、豊かな人間性

を育む基礎となるものである。家庭環境の変化や共働き家庭の増加により、近年、偏

った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子どもたちの健康

を取り巻く問題が深刻化している。こうした現状を踏まえ、平成１７年に食育基本法

が、平成１８年に食育推進基本計画が制定され、子どもたちが食に関する正しい知識

と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校においても積極的に食育に取

り組んでいくことが重要となっている。 

 国では、栄養教諭制度の円滑な実施をはじめとした食に関する指導の充実に取り組

み、また、学校における食育の生きた教材となる学校給食の充実を図るため、より一

層の地場産物の活用や米飯給食の充実を進めている。 

本市では現在、関中学校が給食センター方式、亀山中学校及び中部中学校がデリバ

リー方式を採用しており、中学校給食の提供方式に相違がある。 

そのような中、令和３年３月に教育委員会から亀山中学校及び中部中学校への提供

を軸とした給食センター方式の給食調理施設を建設することが望ましいとの方向性

が示され、議会としても同時期に「亀山中学校及び中部中学校のセンター方式による

完全給食の早期実現を求める決議」を全会一致で可決するなど、学校給食センターの

早期実現を強く求めてきた。 

その結果、令和４年５月には第２次亀山市総合計画後期基本計画の実施計画が策定

され、「中学校全員喫食制給食実施事業」において、学校給食センターの整備が明記さ

れた。 
このような経過を踏まえ、当委員会では、「学校給食センター」を所管事務調査のテ

ーマとして、よりよい給食センターのあり方について調査・研究を行ってきたが、令

和５年８月１８日の議会全員協議会において、教育委員会から「当面給食センターは

建設せず、外部調理委託による食缶搬入方式にて全員喫食制給食を行う」との方針が

示された。 
この方針転換は、調査・研究テーマに影響を及ぼすものであるが、議会の総意とし

て学校給食センターの早期実現を目指しており、当委員会としては、この調査・研究

を継続することとした。 

以上のことから、子どもたちの健やかな成長を支える学校給食について見識を深め

るとともに、建設予定の「学校給食センター」について、早期の実施を目指し、地産

地消による安心・安全な給食を提供するための体制や環境整備など、よりよい給食セ

ンターのあり方について調査・研究し、検討した結果をここに報告する。  
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【現状把握】 
当委員会では、学校給食センターの現状を把握するため、教育委員会事務局教育総

務課から、全国、県内及び市内の小・中学校の学校給食の実施状況、栄養教諭及び給

食調理員の配置状況などの資料を求め、聞き取りを行った。 

 

１ 市内小中学校給食の実施状況について 

（１）各校の実施状況等について 

 亀山中学校及び中部中学校はデリバリー方式による給食の提供と弁当持参の選択制

としている。運営体制としてデリバリー方式の業務委託により実施している。デリバ

リー方式は、平成２１年度から中部中学校、平成２３年度から亀山中学校で開始され

ている。 

 旧亀山市の小学校については、自校方式により給食を提供し、運営体制は直営によ

り実施している。旧関町の小・中学校については、昭和４６年度から給食センター方

式により給食を提供し、運営体制は直営である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 提供方式 運営体制 
食数 

（食） 

配置職員 
（人） 

亀山中学校 デリバリー方式 業務委託 - - 

中部中学校 デリバリー方式 業務委託 - - 

亀山西小学校 自校方式 直営 ６０４ ５（４） 

亀山東小学校 自校方式 直営 ４９６ ５（４） 

亀山南小学校 自校方式 直営 １２２ ２（１） 

昼生小学校 自校方式 直営 ６１ ２（１） 

井田川小学校 自校方式 直営 ８３１ ６（５） 

川崎小学校 自校方式 直営 ４９８ ５（４） 

野登小学校 自校方式 直営 ８０ ２（１） 

白川小学校 自校方式 直営 ６２ ２（１） 

神辺小学校 自校方式 直営 １４９ ２（１） 

関小学校 センター方式 直営 

４６３ ５（４） 加太小学校 センター方式 直営 

関中学校 センター方式 直営 

計   ３，３６６ ３６（２６） 
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 ※食数（児童生徒、教職員等を含む。）、配置職員（調理員のみ）については、令

和５年１月現在のもの。 

 ※配置職員欄の（ ）内は、会計年度任用職員数（代替職員を除く）。 

 ※代替職員は１０名雇用、各校の応援として従事。 

 

（２）栄養教諭等の配置状況について 

国の配置基準では、児童生徒数が５５０人以上の学校は各校１人、５５０人未満の

学校は４校につき１人を配置する。また、給食センター方式では、児 童 生 徒 数

１，５００人以下の場合は、１人を配置することとなっており、本市では、栄養教諭

４名（亀山西小学校、井田川小学校、川崎小学校、関学校給食センター）、栄養助教

諭１名（亀山東小学校）を配置し、学校における食育や給食管理、食材発注、調理補

助などを行っている。 

 

 

（３）デリバリー給食の状況について 

デリバリー方式における配送時の保温カート（６５度維持可能）には、１台当たり

弁当箱１６０食（８０人）分又は温カップ８０個を収納できる。また、配送車には保

温カートを最大１０台積載することができ、現在、配送車２台でそれぞれの学校へ配

送している。 

メニューにもよるが、配送車１台に４００食程度（弁当箱１６０食（８０人）×５

台、温カップ８０個×５台）から８００食程度（弁当箱１６０食（８０人）×１０

台）まで積載可能と考えられる（全体の６割から１０割程度）。 

デリバリー給食の喫食率は、令和４年度で亀山中学校２７％、中部中学校３１％で

ある。 

 

（４）食材発注について 

 各小学校・関学校給食センターで使用する食材については、教育委員会で食材別に

納入業者と契約を行い、納入業者から各小学校・関学校給食センターへ納品されてい

る。発注については、ご飯、パン、牛乳は、各小学校等の必要数を教育委員会が取り

まとめた上で、発注し、その他は各小学校等から事業者へ発注している。 

 なお、学校の給食用食材については、「亀山市学校給食用物資納入業者登録要綱」

に基づき申請・認定された業者に注文し、納品されており、児童・生徒１食当たり 

２７０円以内で収まるよう献立を作成し、各校で価格を調整しながら発注している。 
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食材 発注方法 

ご飯・パン 財団法人 三重県学校給食会へ発注 

牛乳 三重県学校給食牛乳協会、有限会社四日市酪農と委託契

約（県内産低温殺菌牛乳使用） 

生鮮食品 

（野菜・肉） 

教育委員会が契約した納入業者により、市場に流通して

いるものを調達。できる限り亀山産または三重県産を納

入することを求めている。 

冷凍食品・加工

食品・調味料等 

亀山市学校給食協会において個々の物資の規格を設け、

この規格に適合した物資を市内で一括調達している。 

 

２ 県内１４市の小・中学校の給食実施状況について 

（１）県内の給食実施方式について 

 給食実施方式として、センター方式、自校方式、親子方式、デリバリー方式の４つ

が採用されている。 

 センター方式とは、学校等に共同調理場を設置し、数校分を一括調理し、各学校へ

配送する方式である。自校方式とは、各学校において給食調理施設を設置し、調理業

務を行う方式である。親子方式とは、給食調理施設が整備された学校で自校分と他校

分を調理し、他校分を配送する方式である。デリバリー方式は、委託により民間調理

施設で調理し、ランチボックス等で学校へ配送する方式である。 

 県内の小学校では、自校方式により給食を提供している市が一番多く全体の約７割

程度となっており、そのうち直営が約８割、調理委託が約２割となっている。また、

中学校では、センター方式で給食を提供している市が約６割と多くなっており、調理

や配送業務を委託しているところが多くみられる。 

 

３ 文部科学省による学校給食実施状況調査について（令和３年度調査結果） 

（１）全国の給食実施状況について 

 全国の学校給食の実施状況は、完全給食が９３．５％、補食給食が０．６％、ミル

ク給食が１．１％となっている。 

 なお、本調査において、亀山中学校・中部中学校については、デリバリー給食導入

当初はミルク給食として報告していたが、主食・副食・牛乳のそろった給食を全生徒

に選択制で提供できる学校についても完全給食と位置付けるものとされたことから、

平成３０年度から完全給食実施として報告している。 

 小学校においては、三重県は単独調理場方式が多いものの、全国的にはセンター方

式が増加傾向にある。また、中学校においては、三重県、全国ともにセンター方式が
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多く見受けられる。 

 なお、全国的傾向としては、小・中学校における単独調理場方式は減少傾向にあ

り、センター方式は増加傾向にある。 

 

（２）学校給食調理員の配置状況について 

区分 常勤職員 非常勤職員 計（人） 

職員数（人） 比率（％） 職員数（人） 比率（％） 

亀山市 10 27.8 26 72.2 36 

全国 20,911 53.1 18,482 46.9 39,393 

この表において、常勤職員は正規職員（調理員）、非常勤職員は会計年度任用職員

（調理員）を示し、亀山市においては会計年度任用職員が約７割を占めている。 

亀山市では全国と比較して常勤職員の割合が少ない傾向が見られる。 

 

（３）学校給食費の状況について 

 

 

 

 

 

 小学校の給食費は亀山市でほぼ全国並みの金額となっているが、中学校では全国よ

り若干低い金額である。 

なお、デリバリー給食年間費用は、１食当たり２７０円、牛乳代５５円を最大  

１８５日で算出し、（２７０円＋５５円）×1８５日＝６０，１２５円としている。 

 

４ 学校給食の実施と食育について 

（１）学校給食の根拠法等について 

 学校給食法第４条で義務教育諸学校の設置者の任務として、当該義務教育諸学校に

おいて学校給食が実施されるよう努めなければならないと規定されている。同法第５

条では、国及び地方公共団体の任務として学校給食の普及と健全な発達を図るよう努

めなければならないことが定められており、そのほか食育基本法や学校給食衛生管理

基準等に基づき、学校給食の提供に努めている。 

 

（２）衛生管理について 

 衛生管理については、文部科学省が定める学校給食衛生管理基準に基づき、給食施

設の整備に努めるとともに、食材の検収や温度確認、野菜の洗浄、調理作業等の各工

区分 小学校 中学校 

給食回数 給食費月額 給食回数 給食費月額 

亀山市 185回 4,400円 185回 4,800円 

三重県 188回 4,165円 188回 4,792円 

全国 192回 4,477円 188回 5,121円 
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程において衛生管理の意識向上に努めている。 

 また、安心・安全な給食を提供するため、児童に提供する前に校長が検食を行い、

異物混入や異常がないかなどの確認をし、混入等があった際には速やかに教育委員会

に報告し、対応を図るとともに、その原因追及を行い、再発防止に努めている。デリ

バリー給食では、学期ごとに市の管理栄養士が委託業者の確認を行い、改善点につい

て指導を行っている。 

 

（３）献立作成について 

 小学校及び関学校給食センターの献立作成については、毎月、栄養教諭及び栄養助

教諭による、献立検討会を開催し、献立案を作成するとともに、それに基づいて給食

調理員や教職員を交えた献立委員会を年３回開催して栄養のバランスや食材の選定な

どの協議を経て決定している。デリバリー給食においては、栄養のバランスや生徒の

嗜好等を考慮し、市の管理栄養士が試食を行い、保護者対象の試食会で意見を聞いた

り、生徒に対するアンケート調査を行うなど、より質の高い食が提供できるよう改善

を重ねている。 

 

（４）アレルギー対応について 

 アレルギー対応については、食物アレルギー疾患を有する児童・生徒に対し、医師

の診断に基づく管理指導票の提出を求め、各校において保護者と面談を行うなど個別

に状況を把握し、適切な対応に努めている。小学校及び関学校給食センターにおいて

は、メニューに含まれている三大アレルゲン（鶏卵、牛乳、小麦）を献立表に表示し

ている。また、卵、牛乳及び乳製品で調理の最終工程で取り除くことができる場合に

限り、市内共通の除去食対応日としている。なお、代替対応は行っていない。 

亀山中学校及び中部中学校においては、メニューに含まれているアレルゲンについ

て、デリバリー給食の予約サイトや市のホームページで公表を行っている。 

 

令和４年５月１日時点の対応状況 

・アレルギー対応 学校数：１２校、児童・生徒数：５９人 

メニューにより除去食または弁当・副食持参で対応 

・原因食品を除いた除去食対応 学校数：１１校、児童・生徒数：５１人 

・弁当、副食持参学校数：９校、児童・生徒数：３３人 

・エピペン保持児童・生徒数 学校数：１２校、児童・生徒数：２８人 
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（５）食育・地産地消について 

 食育・地産地消の目的は、学校給食や食に関する指導に地域食材を活用し、児童・

生徒が身近な生産者との交流や体験などを通じて「顔の見える関係」のもと、生産者

への感謝の気持ちを持ち、地域産業や文化を理解し、郷土への関心を深めることで、

より健全な食生活の実践へとつなげている。 

 地産地消について、平成２１年１月より市内生産農家団体「亀の市」と協議を重

ね、学校給食における地産地消を進めている。平成２１年度より「かめやまっ子給

食」の名称で市内産の食材を多く使った給食を実施し、年２２回程度提供している。

平成２２年４月より亀山市内産の米、１１月より県内産の豚肉を学校給食に使用、平

成２５年度より学校給食用牛乳に県内産の低温殺菌牛乳を取り入れている。デリバリ

ー給食においては、月に１～２回「地物が一番 みえの日」メニューを実施し、県内

産の食材を献立に多く取り入れている。 

 

（６）各学校での食育の取組について 

 学校における食育の取組については、現在、三重県より栄養教諭４名及び栄養職員

１名が配置されている。市内小中学校において栄養教諭が兼務校を分担し、各学校の

担任教諭と協力して食育に関わる授業を計画的に行うとともに学校給食管理や食育に

関わる授業、児童・生徒への個別指導などを行っている。 

 

５ 学校給食センター設置に関する協議経過及び検討内容について 

 中学校全員喫食制給食実施に向けたこれまでの経緯 

年 事項 

平成１９年度 学校給食検討委員会より「亀山市における中学校給食実施に関する意見

書」が提出された。 

教育委員会において、亀山中学校・中部中学校のデリバリー方式による

給食実施と関中の給食センター方式を維持することを基本方針とする

「亀山市中学校給食の実施について」を策定。 

平成２１年度 中部中学校でデリバリー給食開始 

平成２３年度 亀山中学校でデリバリー給食開始 

平成２４年度 「中学校給食に関するアンケート」調査を実施 

平成２６年度 学校給食検討委員会より「亀山市における小学校及び中学校の給食に関

する第一次意見書」が提出された。 

平成２７年度 学校給食検討委員会より「亀山市における中学校の給食に関する第二次

意見書」が提出された。 

教育委員会において、「学校給食に関する方針について」を策定。 

令和元年度 「デリバリー給食の実施におけるアンケート」調査の実施 
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令和２年度 「学校の昼食に関するアンケート」調査の実施 

教育委員会において、「学校給食の在り方について」、「学校給食提供に関

する今後の方向性」を策定。 

令和３年度  総合教育会議において中学校全員喫食制給食実施事業について協議 

令和４年度  亀山市第２次総合計画後期基本計画に中学校全員喫食制給食実施事業を

位置づけ。 

 

６ 学校給食無償化の状況について（平成２９年度文部科学省調査結果） 

（１）無償化の実施状況 

小中学校とも無償化 ７６校／１，７４０自治体（４．４％） 

小学校のみ無償化   ４校／１，７４０自治体（０．２％） 

中学校のみ無償化   ２校／１，７４０自治体（０．１％） 

上記以外で一部無償化・補助を実施  

４２４校／１，７４０自治体（２４．４％） 

（２）三重県の実施状況 

無償化を実施     ０自治体／２９自治体 

（一部補助         ６自治体／２９自治体） 

 

※令和５年４月時点、無償化実施 １３自治体／２９自治体 

（いなべ市、伊賀市、志摩市、尾鷲市、熊野市、木曽岬町、東員町、度会町、 

南伊勢町、大台町、紀北町、御浜町、紀宝町） 

 

７ 教育委員会による中学校全員喫食制給食実施事業の再検討結果について 

 ８月１８日の全員協議会で再検討結果の報告があり、当面給食センターは整備せ

ず、外部調理委託による食缶搬入方式にて全員喫食制給食を行うとの方針が示され

た。また、８月２５日に教育民生委員会を開催し、これまでの教育委員会での説明内

容及び教育委員から出た意見等について説明を受けた。 

この説明の中で、事業費が増大していくことについては、限られた財源の中で、教

育委員会として、全員喫食制給食の実現とあわせて、学校の空調整備を初めとする

様々な教育課題の実現にも影響を与えることが懸念されることから、その点を十分に

配慮する必要があるとの考えが示された。 

そして、外部調理委託による食缶搬入方式にて全員喫食制給食を行うことが、最も

現実的な手法として、教育委員会の考え方が示された。なお、給食センターが必要で

あるという考え方に変更はないとのことであった。 
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【意見交換会】 

 令和５年５月１９日及び７月２４日に栄養教諭及び給食調理員と「学校給食センタ

ーについて」をテーマに意見交換を行った。 

 

≪主な意見等≫ 

 〇業務について 

 ・６か月前から献立の作成を行っているため、物価高騰等で変更となる場合もあ

る。全校に栄養士がいるわけではないため、給食調理員が発注業務を行ってい

る。 

 ・三重県の基準では栄養教諭１人がおおよそ５０クラスを持つことになっている。 

 ・衛生管理と食器洗浄が業務全体の７割程度を占めているため、給食調理員であっ

ても給食調理への関わりが少ないと感じる。 

 ・調理設備のメンテナンスも大変な作業である。また、十分な休憩時間の取得が難

しいことがある。 

 ・給食調理員として７時間労働は大変であり、適切なシフト体制が必要と感じる。 

 

 〇食育の取組について 

 ・年間３回程度、家庭科、生活科、総合的な学習時間など関連するところで栄養教

諭が食育に関する授業を行っている。 

 ・調理作業の様子を撮影して、給食の時間等に映像を流すことで子どもたちにも給

食に感心を持ってもらう機会としている。 

 ・年に１回保護者試食会を開催し、手作りでだしをとる動画や写真を見ていただい

ている。 

 ・調理員が子どもたちと一緒に給食を食べる機会もある。 

 

 〇相互の連携協力について 

 ・調理指導という形で、栄養教諭が週２回程度、給食調理員と一緒に野菜の洗浄や

調理を行ったり、衛生管理を確認している。アレルギー対応で注意を要する場合

もあり、人員面でサポートしている。 

 ・欠員を代替職員で補っており、調理員は不足している状況にある。また、亀山市

の調理員配置基準では各施設大変厳しい状況であると感じる。 

 ・空調設備が故障した際に、栄養教諭及び給食調理員が連携し、給食メニューを変

更する対応を行った。 

 ・亀山西小学校では栄養教諭が各クラスを訪問し給食指導しているため、残食が少

ない状態である。欠席児童の分を減らすなどの工夫も行われている。 

 

 〇学校給食センターに必要な設備・機能等について 

 ・センターは食数を加味した余裕のある広さと十分な機器が必要である。 
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 ・配送時間を考えると調理時間は短くなる。また、配送トラックの台数が重要にな

ってくる。 

 ・センターはドライシステムを備えている必要がある。 

 ・汚染区域と非汚染区域を明確化するなど必要最低限の衛生的な施設とするため、

必要最低限の機能が必要である。 

 ・アレルギー対応や和え物対応の専用区画がある。 

 ・新しい施設は入室前のエアーカーテンが一般的に備えられている。 

 ・最新機器であっても誰でも使いやすい簡易な調理機器が必要であると感じる。 

 ・一部の学校では給食室に見学用の窓がなく、子どもたちとの接点がない。外部と

接する部分もセンターには必要である。 

 ・センターとなると子どもたちとふれあう機会は少なくなるのが課題であるが、各

学校へ同じ給食を提供できる利点はある。 

 ・センターとなった場合、大規模な施設であるため、人員の状況に不安がある。 

 ・他市の事例では各学校単位でレーンを構成しているが、配送に係るプラットホー

ムにエアーカーテンがなく、隙間ができるため異物混入の不安がある施設が見受

けられる。そのようなことがないよう建設するセンターでは適切な設備が必要で

ある。 

 

【アンケート調査】（調査結果詳細は、添付資料のとおり） 

 「学校給食」及び「給食調理員の職場環境等」について、小・中学校の保護者及び

給食調理員から意見をいただくため、インターネット回答を基本にアンケート調査を

実施した。 

 このアンケート調査は、令和５年５月２５日から６月１６日まで行い、対象は小・

中学校の児童生徒約４，２００人の保護者及び各学校の給食調理員（会計年度任用職

員等を含む）４５人である。回答件数は、保護者アンケートが１，５７６件、給食調

理員アンケートが３８件であった。 

 調査結果からは、まず保護者アンケートにおいて、市が給食センター方式による中

学校給食の全員実施を目指していることを知っているとの回答が８３５件（５３％）、

知らないとの回答が７４１件（４７％）であった。また、給食費の負担が少ない方がよ

いかの設問に対しては、「強く思う」と「思う」が１，０６７件（６８％）、食材にこ

だわってほしいかとの設問では、「強く思う」と「思う」が１，１３９件（７２％）な

どの回答があった。 

 次に、給食調理員アンケートにおいて、正規職員を増やした方がよいかの設問に対

しては、「強く思う」と「思う」が３１件（８２％）、代替職員を増やした方がよい

かの設問では、「強く思う」と「思う」が３３件（８７％）、賃金を上げた方がよい

かの設問では、「強く思う」と「思う」が３７件（９７％）などの回答があった。 
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【行政視察】 

 学校給食センターを建設し、各学校に配送している三重県四日市市、志摩市の建設

までの取組経過、食育の取組、アレルギー対応、運営上の課題等について、行政視察

を行った。 

 まず、７月１０日に令和５年４月から稼働している四日市市学校給食センターを視

察し、ＰＦＩ方式による建設の経緯や施設の概要、調理過程などについて説明を受け

た。 

四日市市では、デリバリー給食の喫食率、利用率の低迷を受けて、中学校給食にお

いて、食缶方式の導入による完全給食を提供するため、学校給食センターを建設して

いる。 

学校給食センターは、農業センター敷地内に約１１，５００㎡、建築面積約３，８

５０㎡の２階建で建設し、最大２献立９，０００食の調理が可能である。 

総事業費約１２０億円で、ＰＦＩ方式による設計、建設、維持管理、運営等を特別

目的会社と１５年一括契約をしている。 

県下でも最大級の食数を調理できるセンターであり、亀山市とは規模が違うが、一

番新しく、これからセンターを建設する上で参考になった。運営業務を委託すると、

市が直接雇用状況を把握することが難しくなる。また、９，０００食もの給食を一つ

の給食センターに集中させることは、リスク管理の面から少し課題があると感じた。 

 

次に、７月１８日に志摩市学校給食センターを視察し、建設の経緯や施設の概要、

調理過程などについて説明を受けた。 

志摩市では、合併前の旧５町それぞれに給食センターがあり、各施設とも老朽化が

進んでいたため、市内全ての小中学校に給食を提供する給食センターを建設すること

になった。 

竣工は平成２５年、総事業費約１４億円、調理能力は最大１日当たり４，５００

食、ただし現在は２，９００食で稼働している。建築構造は鉄筋コンクリート造２階

建、敷地面積は９，４８４．３１㎡である。給食センターから小学校７校、中学校６

校、計１３校に供給している。配送は市の西部・東部に分けて２社と委託契約してい

る。遠方の学校から順番に配送している。 

市長の選挙公約により「給食費の無償化」を行ったほか、新たに給食統括監の職を

設置するなど、首長のリーダーシップの必要性を感じた。「給食」は、組織体制を変

更してまで取り組まなければならない重要課題であることを再認識した。給食調理員

が多数退職したことから、新たな給食センターでは業務委託を選択されており、セン

ターを直営により運営するためには、調理員の人員確保が大きな課題であると感じ

た。 
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【学校給食の現状から見えてきた課題】 

１ 給食調理員の正規職員が少ないため負担も大きく、何等かの問題が発生した際に

十分に対処できない。また、給食調理員の休憩室が狭いなど労働環境が悪い状態

にある。 

 

２ 安心・安全な給食を提供するための人員体制や、食材の搬入、調理、配膳・配送

の流れに対応できる適切な設備が整っていない。また、給食施設の老朽化や設備

の不足、機器の故障への対応が十分できていない。さらに、各給食調理施設には

アレルギー対応の専用区分が設けられておらず、代替食の提供もできていない。 

 

３ ほとんどの学校の栄養教諭が兼務による対応となっていることから、栄養教諭の

配属校と兼務校との間で食育の取組に差が生じている。 

 

４ 亀山中学校及び中部中学校の給食は、他の小・中学校とは異なるデリバリー方式

（喫食率３２％）であることから、地産地消等に格差が生じている。 
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【検討結果のまとめ】 

教育民生委員会として、調査・研究テーマに掲げた学校給食センターについて、現

状把握、意見交換、行政視察等を行った結果、より良い学校給食センターのあり方に

ついて、下記のとおり市長に対し提言を求める。 

 

記 

 

１ 正規の給食調理員の不足を会計年度任用職員や代替職員で補う状況を改善し、現

場で働く給食調理員のシフト体制を見直すなど快適な労働環境を構築するととも

に、給食調理員の確保と処遇改善に努めること。 

 

２ 安心・安全な給食を提供するため学校給食センターには、調理現場の声を反映

し、食材の搬入から調理、配送までの流れに対応できる適切な設備を整えるこ

と。 

 

３ 学校給食センターには、アレルギー対応の専用区分を設け、除去食または弁当・

副食持参での対応を見直し、代替食の提供を可能とすること。 

 

４ 児童・生徒が食に関する感謝の念を育み、本市の自然や文化、産業、生産者の努

力や食に関する理解を深めるため、栄養教諭及び栄養職員の配置状況を改善し

て、給食の調理を見学できる環境を整えるなど食育に関する取組を充実させると

ともに、食育に対する学校間の格差を解消すること。 

 

５ 教育委員会と農業政策部署が庁内連携を密にして、学校給食関係者と農業者、農

業者団体等で地産地消による食材の提供体制を推進すること。 

 



【添付資料一覧】 

１ 亀山市における小学校及び中学校の給食に関する第一次意見書 

２ 亀山市における中学校の給食に関する第二次意見書 

３ 学校給食に関する方針について 

４ 学校給食の在り方について 

５ 中学校全員喫食制給食実施事業の検討経過について（中間報告） 

６ 中学校全員喫食制給食実施事業に係る再検討結果について 

７ 学校給食に関するアンケート調査 

８ 給食調理員の職場環境等に関するアンケート調査 
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亀山市における小学校及び中学校の給食に関する第一次意見書 

 

平成２６年１０月３１日 

 

亀山市教育委員会 様 

 

 

                       亀山市学校給食検討委員会 

                       委員長  仲  律 子 

 

はじめに 

  

生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにするためには、「食」が重要

です。特に、成長期にある子どもたちにとって、健全な食生活は健康な心身を育む

ために欠かせないものであり、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすもので、

極めて重要です。 

ところが近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向、

アレルギー疾患を有する児童生徒の増加など、子どもたちの健康を取り巻く問題が

深刻化しています。また、社会情勢は年々変化し、物価上昇に加え、消費税の増税

等、「食」における課題は様々です。 

このような状況の中、亀山市の幼稚園及び小学校、中学校の給食について、現在

抱える課題を解決する方策を検討するため、平成２６年度からの２年間の計画で、

「亀山市学校給食検討委員会」が設置されました。 

 この度、早急な対応が必要と考えられる食物アレルギー対策と給食食材費の価格

変更についての検討がまとまりましたので、次のとおり第一次意見書として報告し

ます。 
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１ 食物アレルギー対策について 

 

亀山市の学校給食における食物アレルギー対策について、当該学校では、「学校

給食における食物アレルギー対応の手引き」（市教育委員会作成）や「学校生活管

理指導表」（県教育委員会作成）に基づき対応しています。その対応については、

児童生徒一人ひとりに対する個別対応や重篤な症状の児童生徒に対する特別な配

慮や支援など、組織的に対応することを重視しています。 

まず、給食の毎日の献立から使用食材とアレルゲンを抽出し、保護者を含めた

学校給食関係者間の連携・共通認識を図るための個別懇談を実施し、除去食や代

替食の可能性を探ったうえで対応を決定しています。 

次に、決定した献立の調理に関して、栄養教諭（学校栄養補助員含む）や養護

教諭が対応の指示書を作成し、正規調理員が作業工程表を作成します。そして、

作業工程表をもとに、食材の洗浄、食器等の選別、調理、配膳、搬出、保存、洗

浄等の作業が進められています。 

このように、給食提供までの配慮事項や事務・作業量は膨大であるとともに、

スタッフや調理施設等の関係から学校間で対応に差が生じ、公平なサービスの提

供に支障をきたしています。 

そこで、これらの問題を解決するために、次のような改善が望まれます。 

 

（１）  自校方式及びセンター方式において、食材の３大アレルゲン（乳・卵・

小麦）を学校給食献立検討会にて抽出し、アレルゲン情報を加えた給食

献立表を作成のうえ、毎月公開することが望まれる。また、大豆や落花

生等のアレルゲン情報も積極的に公開していくことを検討されたい。 
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（２）  自校方式及びセンター方式において、給食調理の途中でアレルゲンを

含む食材を容易に除去するだけの作業で済む場合は、一定の基準を定め

たうえで、市内共通除去食対応日として献立表に明記していくことが望

まれる。 

 

（３）  食物アレルギー対応について、代替食対応は市内外の現況を勘案した

とき、調理員の負担や施設環境面で現実的に難しいと思われる。そこで、

亀山市の食物アレルギー対応については、原則として除去食対応とし、

デザートの代替など、代替食対応は簡易なものに限ることが望ましい。 

 

（４）  給食の献立作成から食物アレルギー対応の指示書作成までの業務が膨

大であることや栄養教諭（学校栄養補助員含む）・養護教諭の本務に支障

をきたしていること等から、学校における組織的な対応を支援するうえ

で、市単費の管理栄養士（非常勤職員）を１名任用することが必要であ

る。 

また、除去食対応を行うに当たっては、調理員の作業量が増えること

から、学校全体の食数を考慮し、一定の基準を定めたうえで非常勤調理

員を任用することが必要である。 

非常勤調理員追加配置の一定の基準については、次のような基準を参

考にされたい。 

①  アナフィラキシーショック症状等、命に関わる重篤な児童生徒が

在籍する場合 

②  食物アレルギー対応を必要とする児童・生徒数が１０人以上在籍

する場合 
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③  複数のアレルゲンを持っている児童生徒に対し、１回の献立にお

いて３パターン以上の除去食対応を必要とする場合 

 

（５）  食物アレルギー対策に必要な施設については、他市においてはアレル

ギー対応室の整備が進められていることから、当市においても、費用や

改築時期を勘案しながら計画的な整備を検討することが必要である。ま

た、整備されるまでの暫定期間として、検収室を含む調理室内の作業空

間を区切るなどの安全に配慮した対策が望まれる。 

 

（６）  各学校においては、エピペン講習会など教職員に対する研修を実施し

ているが、今後も、市教育委員会と連携を図りながら自校の実態を踏ま

えた研修を継続し、学校組織全体としてのアレルギー対策の充実が必要

である。 

 

２ 給食食材費の価格変更について 

現在、亀山市の食材費については、平成２１年度から小学校では月４，０００

円、センター方式の中学校では月４，４００円を徴収しており、以後５年間据え

置かれています。その間、平成２４年度には、給食実施回数が授業時間数を増や

すため年１８１回から１８６回に増え、主食や国産野菜等の物価上昇、外国産食

材の安全性の問題を契機とした国産品への転換及び地産地消の推進により、食材

費が上昇する状況となっています。  

そのため、牛肉の使用が月１回から年３回程度となったり、行事食のデザート

をやめたり、食材の変更や分量の調節で献立が限定されたりしている状況があり

ます。 

また、関幼稚園では、平成１７年度の市町合併前から３，１００円で据え置か
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れており、小・中学校と同様の状況が生じています。 

さらに、デリバリー方式の中学校においては、平成２１年の導入当初より１食 

２５０円の食材費を徴収しています。肉・肉製品、野菜類、魚介類等の物価上昇

に加え、委託契約により亀山市物資選定基準を遵守させていることなどから、食

材費が上昇する状況となっています。そのため、企業努力は十分していただいて

いるものの、品質は保ちつつ、豚肉は小間切れ肉を使用したり、行事食をやめた

り、食材の変更や分量の調節で献立が限定されたりしている状況があります。 

さらに、平成２６年度から消費税は５％から８％に引き上げられ、さらなる増

税も懸念されるところです。 

こうした状況を総合的に勘案した結果、現行の食材費では、これまでの献立が

維持できなくなり、カロリー必要摂取量や適切な栄養バランスの確保に支障をき

たすとともに、昨今重要性が増している食育の観点からも充実した献立内容の実

現が難しくなります。そこで、平成２７年度から、次のとおり給食食材費を変更

する必要があります。 

 （１）小学校 

現行（４，０００円）より月額４００円から５００円の値上げが必要 

【根拠】 

 ・食材費の値上げ幅 約９％ → 月額 ３４３円 

 ・消費増税分（５％→８％） → 月額 １１５円 

（２）中学校（センター方式） 

現行（４，４００円）より月額４００円から５００円の値上げが必要 

【根拠】 

 ・食材費の値上げ幅 約９％ → 月額 ３７７円 

 ・消費増税分（５％→８％） → 月額 １２５円 
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 （３）関幼稚園 

現行（３，１００円）より月額４００円から６００円の値上げが必要 

【根拠】 

 ・食材費の値上げ幅 約９％ → 月額 ２６６円 

 ・消費増税分（５％→８％） → 月額  ８９円 

 ・保育園単価を参考とした場合→月額３，６００円余り 

（４）中学校（デリバリー方式） 

現行（２５０円）より１食分２０円から３０円の値上げが必要 

【根拠】 

 ・食材費の値上げ幅 約９％ → １食分 ２１．４２円 

 ・消費増税分（５％→８％） → １食分  ７．１４円 

 

ただし、今後の消費増税も想定されますが、県内他市町の価格状況を勘案しな

がら、総合的な見地から食材費の価格決定をしていただくことが必要です。また、

市内中学校におけるセンター方式とデリバリー方式の食材費について、できるだ

け差が出ないよう留意願います。 

今後も、食材の使用について、国産比率の現状を保ったり、行事食や旬の食材

を提供したりしながら、発達段階に相応しいカロリー摂取や適切な栄養バランス

のもと、亀山市の給食・食育の充実に努めることを望みます。 
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終わりに 

 

今後、亀山市の子どもたちにとって、安心安全でよりよい給食を実施していくた

めに、本意見書の趣意を十分勘案していただき、適正な結論を速やかにお出しいた

だきますよう望みます。 



 

 

亀山市における中学校の給食に関する第二次意見書 

 

平成２７年１２月１６日 

 

亀山市教育委員会 様 

 

亀山市学校給食検討委員会 

                       委員長   仲  律 子 

は じ め に 

 

 亀山市の中学校給食については、平成１７年の旧亀山市と旧関町の合併後、亀

山市学校給食検討委員会において検討され、平成１９年に「亀山市における中学

校給食実施に関する意見書」が教育委員会に報告されました。その報告を踏まえ、

教育委員会では、関中学校においては給食センター方式を維持すること、一方、

亀山中学校及び中部中学校においてはデリバリー給食と家庭からの持参弁当と

の選択方式と決定し、平成２１年から中部中学校、平成２３年度から亀山中学校

で実施されました。本年は、亀山中学校での本格実施から５年目を迎えているこ

とから、この度、中学校給食について改めて検討することとなりました。 

 検討委員会では６回の会議を開催し、これまでの実施状況を検証するとともに、

昼食に関する中学生の意識と課題、保護者の思い、中学生への食育など幅広い視

野で亀山市の今後の中学校給食の在り方について協議を重ねてきました。 

各委員から慎重かつ活発に発言されたそれぞれの思いを大切に、次のとおり方

針をとりまとめましたので報告します。 



１． 基本的方針について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

亀山中学校及び中部中学校では、実際昼食をとる生徒へのアンケートから、主

に弁当を持参する生徒は６割以上であり、また生徒が望む昼食も弁当が多い結果

となりました。保護者が生徒の健康や成長を考えて愛情をこめて弁当を作ること

は、思春期の子どもと会話を持つ機会となるなど、親子のつながりができること

から意義があると考えます。また、子どもが弁当を望むなら作ってあげたいと考

えている保護者もいるので、このような家庭とのつながりを今後も大切にしてほ

しいと願います。 

一方、弁当を毎日持たせることが難しい家庭もありますが、デリバリー給食が

導入されたことで、各家庭の事情や個人の希望に沿って弁当との選択ができる環

境も整っています。さらに、約半数の生徒は自分が献立の選択に関わっていると

いう結果から、生徒が昼食に関心を持っていることがうかがわれ、食への関わり

が持てるということは、食育の面で良いことであると考えます。 

デリバリー給食は、市教育委員会の管理栄養士によって栄養管理された安心安

全な献立が提供され、保温カートによる配送など設備も充実しており、導入以降

もアンケート等を通して工夫・改善が続けられています。弁当とデリバリー給食

にはそれぞれ良さがあり、生徒に現状の昼食について大きく変えたいという思い

はないように考えます。 

しかし、心身の成長が著しい中学生にとって栄養バランスの考えられた給食を

どの子も等しく摂取したり、五感を使って食を感じたりすることは大切でありま

す。また、義務教育期間だからこそ、中学校においても小学校からの系統的な食

育指導を継続・充実していくことは重要なことです。さらに、全国的にも公立中

学校では完全給食の実施率が８６％と高まっており、亀山市においても教育委員

会が平成２４年度に実施した保護者アンケート調査では、完全給食を希望する保

護者の割合が６０％を超えています。これらのことから、今後の中学校給食を取

り巻く状況に適切に対処していくためにも、完全給食の実施が望ましいと考えま

す。加えて、食物アレルギーを有する生徒が年々増加している状況に柔軟に対応

するには、自校方式による完全給食が理想と考えます。 



 そのためには、施設用地の確保のほか民間活用も含めた様々な運営方法の検討

や、市の財政状況も考慮に入れる必要がありますが、可能な時期に検討される必

要があると考えます。 

 このようなことから、亀山中学校及び中部中学校においては、完全給食実現ま

では、弁当とデリバリー給食の選択方式の継続が適当と考えます。 

 関中学校においては、生徒へのアンケート調査結果からも現在食べている給食

を望む声が多く、これまで慣れ親しんでいるセンター方式の継続が適当と考えま

す。 

 

２．留意事項について 

 次のことに留意しながら、基本的方針を進めていただきたい。 

（１） いずれの方式であっても、学齢期の食生活は生涯を通した食育の基礎とな

ることから、今後も学校の教育活動全体を通じた食育指導を継続する。また、

学校と家庭等が連携して食育の充実を図る。 

 

（２） デリバリー給食を実施する学校においては、今後も保護者へのデリバリー

給食試食会を継続し、実際に食することで味付けやメニュー、提供方法など

を理解いただくとともに、更なる工夫や改善に努める。 

  

（３） 完全給食を実施する学校においては、学年や教育課程の状況に応じて、こ

れまで食育で得た知識や態度を実践する機会、また親子のつながりや家族へ

の感謝の気持ちを表す機会として、例えばお弁当を作る日などを検討する。 

 

お わ り に 

今回の報告は、現在の亀山市にふさわしい中学校給食の在り方について結論を

まとめたものです。今後も生徒にとってより良い給食の実現に向け、事業の更な

る検討が図られますよう望みます。 



学校給食に関する方針について 

 

平成 28年 3月 25日 

亀山市教育委員会 

 

 

１ 第一次意見書を受けて 

  食物アレルギー対策として、次のような事項を決定して実施しております。 

自校方式及びセンター方式における献立表については、食材の三大アレルゲン（乳、卵、小麦）

情報を記載して積極的に公開し、さらに、卵、牛乳及び乳製品で調理の最終工程で取り除くこ

とができる場合に限り、市内共通の除去食対応日とするよう改善しました。 

代替食対応については、調理員の負担や施設環境面で現実的に難しいと思われることから、

デザートの代替など簡易なものに限ることとしました。 

人員の確保については、平成２７年度から、市単費の管理栄養士を１名任用し、対応の指導

やサポートをしております。また、除去食対応を行うに当たり、調理員の作業量が増えること

から、今後は一定の基準を定めて非常勤給食調理員を配置していきたいと考えます。 

調理施設については、費用や改築時期を勘案しながら計画的な整備を検討していくこととし

ました。 

このような対策に加え、今後も関係機関との連携を図りながら各校の実態を踏まえたエピペ

ン講習会などの研修を継続し、教職員の意識やスキルを高めつつ、学校全体としてのアレルギ

ー対策の充実を図っていきます。 

次に、平成２７年度から給食食材費を見直しましたことにより、行事食や旬の食材の提供を

増やし、献立内容の充実に努めることができております。 

 

２ 第二次意見書を受けて 

学校給食検討委員会の意見書を尊重し、今後の中学校給食を取り巻く状況に適切に対処して

いくために、亀山中学校及び中部中学校において、完全給食の実施が望ましいと考えます。 

しかし、完全給食実施には多大の経費を要し、施設用地の確保、民間活用も含めた様々な運

営方法など、十分な検討が必要です。今後、第２次亀山市総合計画策定の中で、その位置づけ

について関係部署との調整を図ってまいります。 

なお、現在実施している弁当とデリバリー給食の選択方式には、それぞれに良さがあります。

弁当には、生徒を思う保護者の愛情が感じられ、親子のつながりにおいて大変意義深く、デリ

バリー給食は、管理栄養士によって栄養管理された安心安全な献立が提供され、保温カートに

よる配送など設備も充実しています。デリバリー給食を導入したことで、家庭の事情や個人の  

希望に沿って弁当との選択ができる環境を提供しています。 

よって、完全給食実現までは、これらの良さを大切にし、アンケート等を通して工夫・改善

を図りながら弁当とデリバリー給食の選択方式を進めていきます。 

関中学校においては、現行のセンター方式の給食を継続します。 
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別表①

令和３年3月現在

区分 学校 学年 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 増減率%

1 91 96 71 69 73 61 74 69 69 69 75.8

2 94 91 96 71 69 73 61 74 69 69 73.4

3 91 94 91 96 71 69 73 61 74 69 75.8

4 93 91 94 91 96 71 69 73 61 74 79.5

5 93 93 91 94 91 96 71 69 73 61 65.5

6 90 90 93 91 94 91 96 71 69 73 81.1

552 555 536 512 494 461 444 417 415 415 75.1

1 68 81 63 72 73 56 69 66 67 66 97.0

2 77 68 81 63 72 73 56 69 66 67 87.0

3 82 77 68 81 63 72 73 56 69 66 80.4

4 65 82 77 68 81 63 72 73 56 69 106.1

5 79 65 82 77 68 81 63 72 73 56 70.8

6 69 79 65 82 77 68 81 63 72 73 105.7

440 452 436 443 434 413 414 399 403 397 90.2

1 10 3 10 5 7 6 6 6 6 6 60.0

2 10 10 3 10 5 7 6 6 6 6 60.0

3 10 10 10 3 10 5 7 6 6 6 60.0

4 9 10 10 10 3 10 5 7 6 6 66.6

5 12 9 10 10 10 3 10 5 7 6 50.0

6 13 12 9 10 10 10 3 10 5 7 53.8

64 54 52 48 45 41 37 40 36 37 57.8

1 76 76 76 75 84 66 75 75 75 75 98.6

2 69 76 76 76 75 84 66 75 75 75 108.6

3 76 69 76 76 76 75 84 66 75 75 98.6

4 82 76 69 76 76 76 75 84 66 75 91.4

5 76 82 76 69 76 76 76 75 84 66 86.8

6 80 76 82 76 69 76 76 76 75 84 105.0

459 455 455 448 456 453 452 451 450 450 98.0

1 13 5 11 10 7 12 9 9 9 9 69.2

2 12 13 5 11 10 7 12 9 9 9 75.0

3 14 12 13 5 11 10 7 12 9 9 64.2

4 9 14 12 13 5 11 10 7 12 9 100.0

5 12 9 14 12 13 5 11 10 7 12 100.0

6 19 12 9 14 12 13 5 11 10 7 36.8

79 65 64 65 58 58 54 58 56 55 69.6

1 6 4 10 2 5 3 4 4 3 3 50.0

2 7 6 4 10 2 5 3 4 3 3 42.8

3 6 7 6 4 10 2 5 3 4 3 50.0

4 8 6 7 6 4 10 2 5 3 4 50.0

5 11 8 6 7 6 4 10 2 5 3 27.2

6 5 11 8 6 7 6 4 10 2 5 100.0

43 42 41 35 34 30 28 28 20 21 48.8

1 22 22 20 18 17 16 18 17 17 17 77.2

2 14 22 22 20 18 17 16 18 17 17 121.4

3 19 14 22 22 20 18 17 16 18 17 89.4

4 31 19 14 22 22 20 18 17 16 18 58.0

5 24 31 19 14 22 22 20 18 17 16 66.6

6 15 24 31 19 14 22 22 20 18 17 113.3

125 132 128 115 113 115 111 106 103 102 81.6

学校区別児童生徒数推移予測

小

学

校

学校計

学校計

学校計

学校計

学校計

学校計

学校計

白

川

神

辺

山

山

東

昼

生

川

崎

野

登



別表①

区分 学校 学年 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 増減率%

1 126 117 131 112 103 88 110 108 104 102 80.9

2 131 126 117 131 112 103 88 110 108 104 79.3

3 125 131 126 117 131 112 103 88 110 108 86.4

4 124 125 131 126 117 131 112 103 88 110 88.7

5 149 124 125 131 126 117 131 112 103 88 59.0

6 139 149 124 125 131 126 117 131 112 103 74.1

794 772 754 742 720 677 661 652 625 615 77.4

1 18 15 22 13 18 12 16 16 15 15 83.3

2 17 18 15 22 13 18 12 16 16 15 88.2

3 19 17 18 15 22 13 18 12 16 16 84.2

4 15 19 17 18 15 22 13 18 12 16 106.6

5 17 15 19 17 18 15 22 13 18 12 70.5

6 20 17 15 19 17 18 15 22 13 18 90.0

106 101 106 104 103 98 96 97 90 92 86.7

1 46 34 36 31 36 35 34 34 34 34 73.9

2 37 46 34 36 31 36 35 34 34 34 91.8

3 38 37 46 34 36 31 36 35 34 34 89.4

4 37 38 37 46 34 36 31 36 35 34 91.8

5 40 37 38 37 46 34 36 31 36 35 87.5

6 47 40 37 38 37 46 34 36 31 36 76.5

245 232 228 222 220 218 206 206 204 207 84.4

1 5 8 7 3 4 3 5 4 3 3 60.0

2 0 5 8 7 3 4 3 5 4 3 300.0

3 9 0 5 8 7 3 4 3 5 4 44.4

4 4 9 0 5 8 7 3 4 3 5 125.0

5 4 4 9 0 5 8 7 3 4 3 75.0

6 8 4 4 9 0 5 8 7 3 4 50.0

30 30 33 32 27 30 30 26 22 22 73.3

2,937 2,890 2,833 2,766 2,704 2,594 2,533 2,480 2,424 2,413 82.1

1 237 212 233 221 227 219 215 221 196 179 75.5

2 183 237 212 233 221 227 219 215 221 196 107.1

3 204 183 237 212 233 221 227 219 215 221 108.3

624 632 682 666 681 667 661 655 632 596 95.5

1 187 238 237 215 215 212 215 198 218 197 105.3

2 197 187 238 237 215 215 212 215 198 218 110.6

3 167 197 187 238 237 215 215 212 215 198 118.5

551 622 662 690 667 642 642 625 631 613 111.2

1 40 55 44 41 47 37 51 42 43 34 85.0

2 43 40 55 44 41 47 37 51 34 36 83.7

3 48 43 40 55 44 41 47 37 51 34 70.8

131 138 139 140 132 125 135 130 128 104 79.3

1,306 1,392 1,483 1,496 1,480 1,434 1,438 1,410 1,391 1,313 100.5

4,243 4,282 4,316 4,262 4,184 4,028 3,971 3,890 3,815 3,726 87.8

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

※転入出等による変動は考慮していない

※令和9年度以降の小学校新入生は直近5年の平均値

※増減率は令和3年度と令和12年度比

児童・生徒計

中

学

校

中学校計

学校計

学校計

学校計

山

中

部

関

小学校計

学校計

学校計

学校計

学校計

山

南

関

加

太

井

田

川



別表②

令和３年3月現在

(30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40) (30) (35) (40)

27 21 21 27 21 21 27 21 21 26 20 19 25 20 19 23 19 17 21 19 14 20 19 13 20 18 13 19 18 13

21 18 15 21 19 17 21 18 17 21 19 18 21 19 17 20 18 15 19 18 14 19 17 13 19 17 13 18 15 13

8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4

21 20 17 21 20 17 21 20 17 21 20 15 21 20 15 20 20 15 20 20 14 20 20 14 20 20 14 19 20 14

8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8

5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

34 29 28 33 29 28 33 28 27 32 28 27 31 27 25 29 26 23 27 26 21 26 26 21 25 26 19 23 25 19

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14 14 10 14 13 9 14 13 10 14 12 9 14 12 10 14 11 9 13 11 8 13 10 8 13 9 8 13 9 8

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

159 143 132 160 144 135 159 142 134 152 137 126 148 134 122 141 129 114 135 129 106 135 129 106 134 126 104 128 123 103

35 31 27 36 32 27 37 34 29 37 34 29 37 34 29 37 34 29 37 34 29 37 34 29 36 32 27 34 31 25

32 27 23 35 31 25 36 32 27 37 34 29 37 34 29 37 34 29 37 34 29 36 32 27 36 32 27 35 31 25

11 11 9 11 11 9 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 9 11 11 9 11 9 9 11 8 7

78 69 59 82 74 61 84 77 65 85 79 69 85 79 69 85 79 67 85 79 67 84 77 65 83 73 63 80 70 57

237 212 191 242 218 196 243 219 199 237 216 195 233 213 191 226 208 181 220 208 173 219 206 171 217 199 167 208 193 160

学校別学級数推計

区

分

年度
編成別クラス数 編成別クラス数

R9 R10 R11 R12

学校名
編成別クラス数 編成別クラス数 編成別クラス数 編成別クラス数 編成別クラス数

R3 R4 R5 R6 R7 R8

井田川

関

編成別クラス数 編成別クラス数 編成別クラス数

学級数計

※令和9年度以降の小学校新入生は最近5年の平均値

※増減率は令和3年度と令和12年度比

小

学

校

昼生

川崎

野登

白川

神辺

※学級数は普通教室のみで特別支援教室を含まない。ただし、40人学級における小１のみ35人で学級として算定。

加太

学級数計

中

学

校

中部

関

学級数計



別表③

R２以前 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 R22 Ｒ23以降

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

ー
2006

（新築）

校舎・体育

館（2053）

2005
2013

（増築）
2棟東 体育館 1棟

生活教室棟

（2049）

昼生小 ー
1990

（新築）

プール更

衣室

校舎

体育館

川崎小 ー
2018

（改築）
体育館

校舎

（2065）

野登小 2006
給食室

（2012）
東棟

体育館

白川小 2015 体育館

神辺小 ー
1997

（改築）
体育館

校舎

（2044）

井田川小 2006
2020

（増築）
東・中棟 体育館 特別教室

ー
1981

（新築）

給食室

（2016）
体育館

関小 2006
プール室

（2018）
1棟 体育館 PC室

加太小 ー

普通教室

（2020）

体育館

（2019）

特別教室

2006
2011

（一部改

築）

２棟

（2013）

３棟

（2008）

体育館

（2005）

特別教室

棟

1棟

（2058）

中部中 ー
2016

（増築）

1・2・管

理棟
体育館 東棟 北東棟

クラブ棟

（2050）

関中 ー
2010

（改築）

教室棟

（木造）

特別教室

棟

体育館

（2043）

関給食センター ー
2005

（改築）

センター

棟

亀山市公共施設白書（２０１４）に基づく学校施設の更新時期

学校等名
耐震工事

年度

最新の

改修年度

更新時期





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校全員喫食制給食実施事業の検討経過について 

（中間報告） 
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１．教育委員会における協議について 

中学校全員喫食制給食実施事業（以下、「本事業」という。）が、具体的施策として第２

次亀山市総合計画後期基本計画に「中学校における全員喫食制の給食実施に向け取り組みま

す」と位置付けられて以降、教育委員会においては、令和３年３月に策定した「学校給食の

在り方について」及び「学校給食提供に関する今後の方向性」の内容を踏襲し、表 1 のとお

り検討を重ねました。 

（表 1 教育委員会で検討した事項） 

日程 会議名 検討した主な内容 

令和４年 7 月 22 日 7 月協議会 事業内容、スケジュール 

令和４年 8 月 10 日 第 5 回臨時会 基本計画の構成、スケジュール     等 

令和４年 8 月 23 日 8 月定例会 給食に関する亀山市の現状把握 

課題、整備の方向性（対象校、想定規模等） 等 

令和４年 9 月 26 日 9 月定例会 給食に関する亀山市の現状把握 

課題、整備の方向性、計画地の条件     等 

令和４年 10 月 21 日 10 月定例会 給食に関する亀山市の現状把握 

基本理念、基本方針、必要諸室、配置計画 

運営手法                 等 

令和４年 11 月 24 日 11 月定例会 

11 月協議会 

全体調整 

概算費用、維持管理費用、運営手法     等 

令和４年 12 月 22 日 12 月定例会 

12 月協議会 

全体調整 

概算費用、運営手法            等 

令和 5 年 1 月 24 日 1 月協議会 全体調整 

令和 5 年２月１０日 ２月協議会 全体調整（中間報告） 

 

２．教育委員会としての検討内容 

（１）本事業に係る方向性 

本事業は、令和３年３月に策定した「学校給食提供に関する今後の方向性」に基づき、

小学校給食とともに表 2 のとおり実施することを前提とします。 
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（表 2 市内小中学校給食に係る今後の方向性） 

学校 短期的 中長期的 

亀山中学校 

中部中学校 

本事業により対応 本事業により対応 

 

関中学校 

センター方式 

（関学校給食センター） 

センター方式（関学校給食センタ

ー）。ただし、施設の老朽化状況

をみて本事業対応へ移行を検討 

旧亀山市内９小学校 自校方式 自校方式 

関小学校 

加太小学校 

センター方式 

（関学校給食センター） 

センター方式（関学校給食センタ

ー）。ただし、施設の老朽化状況

をみて自校方式へ移行を検討 
     ＊関学校給食センターの更新時期については、平成２６年３月に作成された「亀山市公共施設白書」によると 

令和２１年（２０３９年）と想定されています（法定耐用年数３４年）。 

 

（２）基本理念 

法令や各種計画等に基づく諸条件、教育としての位置付け、亀山市における学校給食の

現状、課題等を踏まえ、本事業における基本理念を次のとおりとします。 

 

【安全安心 健康はぐくむ みんなで食べる 学校給食】 

 

（３）整備規模 

①調理能力 

亀山中学校及び中部中学校の将来的な生徒数を勘案するとともに、中長期的な背景か

らの関中学校の生徒数、将来的な小学校給食施設の老朽化による改修対応を視野に入

れ、2,200 食とします。 

（表３ 調理能力の内訳） 

亀山中学校 ７２８食（職員数を含む） 

中部中学校 ７４１食（職員数を含む） 

老朽化対応分 ７５１食（職員数を含む） 

合計    ２，２２０食（≒２，２００食） 

＊小学校（老朽化対応分）については、老朽化が見られる学校のうち最も児童数の多い井田川小学校にて

算定しています。また、各校の食数については、１０年推計を根拠とし、かつ想定外の団地造成等によ

る大幅な児童生徒数の増加を勘案し、余裕率(1.1)を乗じています。 

     ＊中長期的な背景からの関中学校の食数については、今後の亀山市の人口及び児童生徒数の減少傾向を勘

案すると、上記の食数内で対応可能と判断しています。 
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②施設規模の想定 

中学校給食調理施設の施設規模は、上記調理能力からの算定を基本とし、かつ延床面

積については事務室や廊下等の必要な面積を考慮し、敷地面積については設備の規模や

車両の出入り等を考慮して、それぞれ下記のとおりとします。 

延床面積 敷地面積 

1,500 ㎡程度 
4,000 ㎡程度 

（うち緑地 800 ㎡程度） 

 

＊それぞれの面積は、「学校給食施設計画の手引き」（食に関わりを持つあらゆる分野の専門家や有識者

などで構成した組織〈電化厨房フォーラム２１〉が発行）を参照してします。 

＊緑地面積については、給食調理施設が建築基準法上の「工場」にあたることから、工場立地法に基づ

き敷地面積の２０％として算定しています。 

 

（４）事業手法の検討 

中学校給食調理施設の建設については、大別すると、設計・建設・維持管理の各業務に 

分類され、事業手法としては、公設公営方式、公設民営方式、PFI 手法、PFI 的手法等様 

々な方式が考えられます。 

これらの方式の中で、当該施設の想定規模、市の現状から判断すると、公設公営方式

（一部委託を含む）が最も適した手法であると考えます。 

（表４ 事業手法の概要） 

手法 事業方式 資金調達 設計・建設 維持管理 運営 

施設の所有権 

運営中 
事業 

完了後 

公設公営方式 市 市 
市 

（一部委託） 

市 

（一部委託） 
市 市 

公設民営方式 市 市 
市または

一部委託 
委託 市 市 

ＰＦＩ 

手法 

ＢＴＯ方式 民間 民間 民間 民間 市 市 

ＢＯＴ方式 民間 民間 民間 民間 民間 市 

ＢＯＯ方式 民間 民間 民間 民間 民間 
民間また

は撤去 

ＰＦＩ

的手法 

ＤＢ方式 市 民間 市 市 市 市 

ＤＢＯ方式 市 民間 民間 民間 市 市 

【手法の選択理由】 

  ●PFI 手法及び PFI 的手法を導入した場合の総額費用は、通常おおよそ５～１０％削

減が見込まれますが、当該施設は比較的小規模であることから、費用の削減効果は

見込まれません。（業者見積やヒアリング実施による） 
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●当該施設と同等規模の施設において、PFI 手法及び PFI 的手法の導入実績は全国的に

もほぼありません。 

●運営・サービス等への市の意向の反映や民間ノウハウの導入、リスク分担等各項目に

おいて比較検討を行った結果として、公設公営方式（一部委託を含む）または公設民

営方式が適した手法と判断できます。 

●公設公営方式と公設民営方式の違いは、運営段階の各業務を公民どちらで行うかによ

るものですが、「かめやまっ子給食」をはじめとした地域食材の活用による食育の推

進、またはきめ細やかな対応等を実施するためには、公設公営方式（一部委託を含む）

が最も望ましい手法であると判断できます。 

 

なお、公設公営方式において、どの程度の業務を委託するかについては、運営開始段階の

情勢をみて選択することが望ましいと考えますが、下記の理由により、現段階において

は、完全な直営方式より一部委託を伴う公設公営方式の方がより望ましい手法と考えます。  

・市では調理員不足は恒常的な問題となっており、人員確保が困難な状況です。 

・委託で行った場合、委託業者の持つ施設運営のノウハウの活用が可能であり、かつ 

安定的な人員確保が見込まれます。 

・委託で行った場合でも、献立の決定や材料調達等は市の管理栄養士や学校の栄養教諭

が行うため、基本的には市主導で給食事業を展開できます。    

 

（５）建設地 

「（３）整備規模」を踏まえ、建設候補地については、市の所有地において必要面積をおお

むね確保できる土地を選定し、前面の道路幅員、対象校へのアクセス性、周辺環境への配慮

の必要性、インフラ整備の必要性等について調査、比較検討を行いました。 

しかしながら、結果として工業関係の区域以外の用途区域内であること、上水道整備が出

来ないこと又は上水道引き込みについて調整及び追加工事が必要であること等、どの用地に

ついても一定の条件が必要となり、建設地の決定には至りませんでした。 

一方、令和３年３月に策定した「学校給食提供に関する今後の方向性」において、「小学

校給食については、児童が身近に感じ、提供する側がきめ細やかな対応ができる自校方式を

原則とすることが望ましい」とあり、中学校においても、同様に学校敷地内へ設置すること

は、より望ましい中学校給食の在り方であると考え、中学校敷地内への設置についても検討

を行いました。 

表 5 のとおり亀山中学校について用地確保は厳しいと考えられる一方で、中部中学校に

ついては、広いグラウンド面積及びその他の面積を有していることから、面積確保について

は可能と判断できます。また 、用途地域等、計画地の条件に対する適合性についても、特に

大きな支障はなく、それによりコスト面において、他の市所有地と比べて上水道整備工事費

や土地造成費の削減が可能であることが想定されます。 
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（表５ ２中学校敷地の概要）                （単位：㎡） 

 敷地面積 
（内訳）  

建物敷地 グラウンド面積 その他の面積 

亀山中学校 20,834 9,971 10,863 0 

中部中学校 57,211 12,000 28,500 16,711 

なお、中部中学校敷地内で整備を行う場合は、中部中学校の学校機能の維持等につい

て、学校を含めた十分な協議や検討を行い、敷地内における建設箇所を決定する必要があ

ると考えています。 

 

（６）事業費及びランニングコスト 

概算事業費については表６のとおりと想定されます。 

なお、物価上昇率については、国土交通省建築着工統計及び公共工事設計労務単価によ

る伸び率を参照しています。 

また、本事業は学校施設環境改善交付金の対象となります。国の予算状況にもよります

が、通常であれば 236,441 千円の交付金が見込めます。 

（表６ 概算事業費） 

項 目 

事業費（千円） 

当初（延べ床面積

1,200 ㎡） 

変更後（延べ床面積

1,500 ㎡） 

造成費 6,273 149,031  

建設工事費（排水除外施設費を含む） 511,855 1,125,130  

外構費 14,636 48,203  

厨房設備費（その他備品を含む） 156,364 382,000  

2 中学校工事（昇降機、配膳室の改修を含む） 64,818 84,134  

測量・調査費 1,091 6,328  

設計費 28,069 36,917  

監理費 6,626 8,475  

その他 9,055 11,208  

小計 798,787 1,851,426  

消費税 79,879 185,143  

合計 878,666 2,036,569 

 

 

 



6 
 

一方、公設公営（一部委託を含む）における年間のランニングコストについては、業者

見積や他市事例を参照し、表７のとおりと想定されます。 

（表７ 施設運営及び維持管理費費（1 年間）） 

項目 事業費（千円） 

人件費（正規調理員３名、調理業務委託含む） 76,689  

配送業務費 9,720  

光熱水費 23,000  

施設維持管理費 23,250  

小計 132,659  

消費税 13,266  

合計 145,925 
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（７）スケジュール 

  検討内容に基づくスケジュールについては、次のとおりです。 

 

         手続き期間        実施期間 

 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8

【中学校給食調理施設】

用地測量業務

地質調査

開発 開発許可申請・検査

設計業務

（校内敷地選定）

建築確認申請・検査

監理 工事監理業務

造成工事

建設工事

厨房機器工事

外構工事

運営 職員研修

設計業務

建築確認申請・検査

埋蔵文化財調査業務

工事 工事

【学校施設】

設計

工事

設計

令和9年度

用地関係

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

運用開始

許可 検査

確認 検査

運用開始
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３ 現段階における状況 

上記のとおり教育委員会にて検討を進めてきましたが、まず建設用地の決定については、

「２（５）建設用地」のとおり、様々な要件が伴うことや学校用地における建設に当たって

は学校・地域等との協議が必要となることが想定されます。さらには、事業費が当初計画

（約８億８千万円）から、かなりの費用を要する見込み（約 20 億円程度）となります。 

なお、国庫補助を除く一般財源は、約１８億円必要と想定されます。 

現段階においては教育委員会として、給食事業の持続可能性や経済性を考慮し、今年度に

積み上げてきた事業計画内容について、全体的により慎重な検討が必要であると考えます。 

その主な状況や要因について下記に示します。 

・市所有地での建設については、どの用地についても一定の条件が必要となり、建設地の

決定には決め手がない状況であるとともに、学校敷地内への建設については保護者等を

含めた学校関係者や周辺地域にも十分な説明・協議が必要であると考えます。 

・当初計画からの増額の要因として、建築資材費、人件費等は現在も引き続き高騰してお

り、今後もさらに高騰することが見込まれることとなります。（その高騰の度合いにつ

いては予測が困難であり、教育委員会内における事業費算定については、過去の高騰度

合いが今後も継続することを前提に算定を行っています。） 

また、他市事例や食に関わりを持つあらゆる分野の専門家や有識者などで構成した組

織が発行している資料等を踏まえたより詳細な検討を行った結果、施設規模（面積）の

増、建設単価等の見直し、必要設備の追加等により、事業費の増が発生しました。 

・事業費の縮減策として、例えば、中学校給食についての最低限の食数（亀山中学校、中

部中学校 2 校分で 1,500 食程度）にて事業規模の見直しを検討いたしましたが、事業

費は 1 割程度しか削減できないと見込まれます。 

 

このような状況から、継続して、学校等との協議を含めた適正な建設用地の決定、更なる

事業費の縮減及び新たな財源の創出等について検討する必要がありうると判断しています。

同時に、事業の実施にあたっては、当初計画のハード面をメインとした進め方のみならず、

中学校給食に係る全般的な創意工夫を行うことも視野に入れる必要があります。そのうえで

本事業の実施内容等について再検討を行い、半年程度を目途に基本計画を策定し、本事業の

目的である中学校全員喫食制給食の早期実現を目指したいと考えています。 
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中学校全員喫食制給食実施事業に係る再検討結果について 

 

１．再検討に至る経緯 

 亀山市教育委員会では、令和３年３月に策定した「学校給食提供に関する今後の方向

性」において、亀山中学校及び中部中学校における全員喫食制給食実施の早期実現を必

要とし、そのために両校への給食提供を軸とした給食調理施設（給食センター）方式の

施設整備が望ましいとしました。また、中・長期的に小学校については自校での調理方

式、中学校については給食調理施設方式として、将来的な関中学校分の対応が可能な整

備を目指すものとしました。 

 この方向性をもって、令和４年度から、この事業実施に向けた具体的な検討を開始し

ました。この検討にあたっては、前提条件として給食提供能力は２，２００食とし、必

要となる敷地面積４，０００㎡、建築延床面積１，５００㎡を想定し、検討を行ってき

ました。 

しかしながら、検討の結果、想定に基づく給食調理施設方式では、急激な建設事業費

の高騰を受けて、表１のように、大幅な増加が見込まれることが確認されました。 

また、表２のとおりランニングコストも年間約１億４,５００万円程度が見込まれ、当

初の想定を大幅に超える事業費が必要であることを把握しました。 

 

【表 1 給食調理施設整備の前提条件案に基づく概算事業費】 

＊当初は「学校給食の在り方について」における想定面積、Ｒ４は必要とみられる施設規模等

における想定延床面積として算定しています。 

＊中学校工事費は、昇降機を乗用可能なものとして算出しています。 

 

項 目 
事業費（千円） 

当初想定 
（延床面積 1,200 ㎡） 

Ｒ４試算 
（延床面積 1,500 ㎡） 

造成費 6,273 149,031  

建設工事費（排水除外施設費を含む。） 511,855 1,125,130  

外構費 14,636 48,203  

厨房設備費（その他備品を含む。） 156,364 382,000  

2 中学校工事費（昇降機、配膳室の改修を含む。） 64,818 322,140  

測量・調査費 1,091 6,328  

設計費 28,069 36,917  

監理費 6,626 8,475  

その他 9,055 11,208  

小計 798,787 2,089,432  

消費税 79,879 208,943  

合計 878,666 2,298,375 
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【表２ 給食調理施設１年間の想定施設運営及び維持管理費】 

項目 事業費（千円） 

人件費（正規調理員３名、調理業務委託含む。） 76,689  

配送業務費 9,720  

光熱水費 23,000  

施設維持管理費 23,250  

小計 132,659  

消費税 13,266  

合計 145,925 

         ＊公設公営（一部委託を含む）方式にて算定を行っています。 

 

一方で、国の学校施設環境改善交付金は、最大でも交付金対象経費の１４％程度とな

る３億２千万円程度にとどまり、財源確保に大きな課題があることも確認できました。 

次に、給食調理施設の整備用地については、中部中学校敷地内を含む複数の市所有地

での検討を行いましたが、都市計画法上の用途区域内であることや造成の必要性、給水

能力に関する課題など、どの用地についても一定の条件が必要となる結果となりました。 

また、より自校方式に近い整備手法の可能性として模索した中部中学校敷地内への建

設については、教育環境への影響や学校関係者・周辺地域への十分な説明・協議による

合意形成が必要であるなどの懸念事項が見受けられました。この結果、令和４年度中に

建設地の決定には至りませんでした。 

この状況から、令和４年度に積み上げてきた前提条件案に基づいた計画案のままでは、

様々な教育課題に対しての財源確保の観点からも早期実現に向けた給食調理施設による

実施は困難であると判断しました。 

そこで、学校等との協議を含めた適正な建設用地の決定、更なる事業費の縮減及び新

たな財源の創出等について継続して検討する必要があることを確認しました。同時に、

事業の実施にあたっては、中学校全員喫食制給食にかかるあらゆる手法検討を行うこと

も視野に入れ、その実施内容等について持続可能性や経済性を考慮した上で、半年程度

を目途に基本的な計画策定に向けて再検討を行うこととしました。 

 

２．事業実施の手法の再検討について 

まず、増大した事業費の縮減策として、提供可能数を必要最小限（亀山中学校及び中

部中学校２校分）に留めた場合について検討を行いましたが、表３のとおり１割程度の

縮減に留まりました。 
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【表３ 提供可能食数を減らした給食調理施設整備の概算】 

＊提供数を 1,500 食、建築面積 1,200 ㎡、敷地面積 3,200 ㎡、乗用昇降機の設置にて試算しています。 

 

また、歳入として補助金などの財源についても精査しましたが、前述の学校施設環境

改善交付金以外に有効な財源はありませんでした。 

次に、前提条件案に基づく給食調理施設方式に限らず、表４「中学校全員喫食制給食

実施事業手法比較表」（以下「比較表」といいます。）のとおり、様々な手法の導入の

可能性について検討しました。 

 

内訳 
物価上昇率を見込ん
だ事業費（千円） 

内訳 
物価上昇率を見込ん
だ事業費（千円） 

造成費 119,225  設計費 33,222 

建設工事費 805,704  監理費 7,797 

排水除外施設費 118,000  地質調査業務費 10,170 

外構費 28,205  開発許可申請業務 600 

厨房設備費 
（その他備品を含む。） 

330,401  建築確認申請費 438 

2 中学校工事 322,140  小計 1,780,964 

測量・調査費 5,062  消費税 178,096 
 合計 1,959,060 
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5-6

弁当方式 食缶方式

Ｄ案 Ｅ案

民間調理委託による弁当型
での給食提供方式

民間調理委託による食缶型
での給食提供方式

中部中学校敷地内 その他の市有地 中部中学校敷地内 その他の市有地
現行の選択制デリバリー給
食を全員喫食制に移行する
方式

デリバリー給食を食缶で配
送して教室で配膳する方式

・施設の配置や搬入導
線に教育的配慮が必要
・学校関係者、周辺住
民への周知協議のうえ
合意形成が必要
・亀山中学校、中部中
学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は
必要

・いずれの候補地にお
いても、用途区域、搬
入路確保、給水施設新
設、造成などの対応が
必要
・亀山中学校、中部中
学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は
必要

・施設の配置や搬入導
線に教育的配慮が必要
・学校関係者、周辺住
民への周知協議のうえ
で合意形成が必要
・亀山中学校、中部中
学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は
必要

・いずれの候補地にお
いても、用途区域、搬
入路確保、給水施設新
設、造成などの対応が
必要
・亀山中学校、中部中
学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は
必要

・亀山中学校、中部中学校
の配膳室、エレベーター設
備の増設は必要

・亀山中学校、中部中学校
の配膳室、エレベーター設
備の増設は必要

・小学校・関学校給食
センターと共通の献立
（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、
配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可
能
・市内産食材の使用
（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中
学校と同額
・搬入校に衛生管理、
残食検査、アレルギー
対応を含めた配膳指導
を行う職員配置が必要
・中部中学校はより自
校方式に近いが、亀山
中学校は搬送が必要

・小学校・関学校給食
センターと共通の献立
（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、
配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可
能
・市内産食材の使用
（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中
学校と同額
・搬入校に衛生管理、
残食検査、アレルギー
対応を含めた配膳指導
を行う職員配置が必要

・小学校・関学校給食
センターと共通の献立
（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、
配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可
能
・市内産食材の使用
（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中
学校と同額
・搬入校に衛生管理、
残食検査、アレルギー
対応を含めた配膳指導
を行う職員配置が必要
・中部中学校はより自
校方式に近いが、亀山
中学校は搬送が必要

・小学校・関学校給食
センターと共通の献立
（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、
配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可
能
・市内産食材の使用
（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中
学校と同額
・搬入校に衛生管理、
残食検査、アレルギー
対応を含めた配膳指導
を行う職員配置が必要

・現行の２種類の献立を選
択する方式から１種類の献
立に移行
・小学校・関学校給食セン
ターと共通の献立（全市内
共通）は不可
・調理箇所によっては搬送
に一定の時間を要する可能
性がある。
・アレルギー対応可能
・県内産食材は使用可能
・前倒し実施について委託
事業者との調整可能（準備
期間２年程度）
・搬入校に衛生管理、残食
検査、アレルギー対応を含
めた配膳指導を行う職員配
置が必要

・献立は１種類
・生徒個々の喫食量の調整
が可能
・小学校、関学校給食セン
ターと共通の献立（全市内
共通）が可能であるが食材
や作業工程が異なる場合が
ある。
・調理箇所によっては搬送
に一定の時間を要する可能
性がある
・アレルギー対応可能
・県内産食材は使用可能
・前倒し実施について委託
事業者との調整可能（準備
期間２年程度）
・搬入校に衛生管理、残食
検査、アレルギー対応を含
めた配膳指導を行う職員配
置が必要

（川崎小学校）750 （給食センター）750 （川崎小学校）750 （関小学校）500 （旧亀山斎場）750 （川崎小学校）750 1,500 1,500

－ － － 1,700 1,700 － － －

－ － － 600 800 － － －

194,456 163,119

6,230,439 5,290,329

244,872 977,600

1,222,472
（各中学校の施設整
備費含む）

・小学校・関学校給食センターと共通の献立
（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可能
・市内産食材の使用（かめやまっ子給食）が
可能
・保護者負担額は関中学校と同額
・より自校方式に近い方法
・搬入校に衛生管理、残食検査、アレルギー
対応を含めた配膳指導を行う職員配置が必要

Ｃ案

改修・川崎小学校（中部中学校）
新規・旧亀山斎場用地（亀山中学校）

・川崎小学校についてはＡ案と同様
・旧亀山斎場用地については、敷地に高低
差があるため、搬入路などの造成が必要
・亀山中学校、中部中学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は必要

川崎小学校調理施設を改修して中部中学校
分を、亀山中学校に近接する旧亀山斎場跡
地に調理施設を建設して亀山中学校分の調
理を行う方式

川崎小学校調理施設を改修して中部中学校
分を、関学校給食センターで亀山中学校
分、関小学校校地内に関小学校・加太小学
校・関中学校分の調理施設を建設して調理
を行う方式

・関小学校の敷地面積、建築面積から、
「学校給食施設計画の手引き」を参照した
必要規模を算出した場合、学校敷地内に配
置が困難
・亀山中学校、中部中学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は必要

親子方式

Ｂ案

改修・川崎小学校（中部中学校）
現有・関学校給食センター（亀山中学校）
新規・関小学校（関小学校、加太小学校・
関中学校）

・小学校・関学校給食センターと共通の献
立（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可能
・市内産食材の使用（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中学校と同額
・より自校方式に近い方法
・搬入校に衛生管理、残食検査、アレル
ギー対応を含めた配膳指導を行う職員配置
が必要

設置場所及び施設に係る考
え方、参考等

イ案

中部中学校敷地内を含む市有地内に2200食提
供可能な施設を設置する方法
（小学校給食施設老朽化に伴う対応分700食
を含む。）

中部中学校敷地内を含む市有地内に1500食提
供可能な施設を設置する方法

給食に関する状況

案

方式
給食調理施設（センター方式）

川崎小学校調理施設を改修して中部中学校分
を、関学校給食センターを増築して亀山中学
校分も調理を行う方式

新　た　に　検　討　し　た　案

・小学校・関学校給食センターと共通の献
立（全市内共通）が可能
・近距離配送のため、配送時間は短くてす
む。
・アレルギー対応が可能
・市内産食材の使用（かめやまっ子給食）
が可能
・保護者負担額は関中学校と同額
・より自校方式に近い方法
・搬入校に衛生管理、残食検査、アレル
ギー対応を含めた配膳指導を行う職員配置
が必要
・亀山中学校と中部中学校に搬送時間差が
ある。

自校＋親子方式

（アレルギー対応分、関中
学校との差額調整分含
む。）

（統一献立・アレルギー対
応分、関中学校との差額調
整分含む。）

（各中学校の施設整備費） （各中学校の施設整備費）

1,148,045 244,872 396,759 396,759

101,108

1,392,917
（各中学校の施設整
備費含む）

80,373

181,481 181,481

　開始後３０年間の
　トータルコスト（千円）

6,676,125 6,336,810 案として成立せず 6,666,902 6,837,347

145,925 145,925
　合計（千円）

101,108 80,373　年間運営経費（千円）

ア案

1,959,060

101,108 －

案として成立せず

2,298,375
（各中学校の施設整備
費含む。）

224,872 －

Ａ案

改修・川崎小学校（中部中学校）
増築・関学校給食センター（亀山中学校）

・敷地、構造上、施設の拡張不可
・旧関学校給食センターの活用も想定される
が、旧耐震基準の建物であり、耐震工事等を
要する可能性があること、建物面積が小さく
（300㎡程度）、学校給食衛生環境基準を満
足できないことから使用不可
・亀山中学校、中部中学校の配膳室、エレ
ベーター設備の増設は必要

　提供数（食）

（各中学校の施設整備
費含む。）

案として成立せず

　敷地面積（㎡）

【表４  中学校全員喫食制給食実施事業手法比較表】

　建築面積（㎡）

　概算事業費（千円）

　合計（千円）

当　　初　　案

2,200

4,000

1,500

1,500

3,200

1,200
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３．事業実施手法の再検討結果について  

比較表のように、新たにＡ～Ｅ案の５つの手法について検討を行いました。 

Ａ案は、関学校給食センター敷地が狭あいなことと、現建築物の構造上、増改築が不

可能であることから、案として成立しませんでした。Ｂ案は技術的には可能ですが、関

小学校用地の状況を勘案すると民有地の別途取得が必要となること、イニシャルコスト

とランニングコストに多額の経費が必要なことを把握しました。Ｃ案は技術的には可能

ですが、旧亀山斎場跡地敷地に高低差があり、進入路などの造成が必要なこと、イニシ

ャルコストとランニングコストに多額の経費が必要なことを把握しました。 

Ｄ案は、費用的には実現可能ですが、市内小中学校での統一献立が不可能です。また、

配送時間が長くなることや地産地消等の懸念事項があります。Ｅ案は、費用的に実現可

能であり、比較表に示した各案のトータルコストの比較からは、長期的にも有効的な案

であると考えられますが、Ｄ案と同じく、配送時間や地産地消等の懸念事項があります。 

これらの案のうち、Ｂ案及びＣ案の施設整備による手法は、当初想定した計画事業費

である約８億８,０００万円での実現は非常に難しいものと判断できました。 

さらに、増大した事業費での実施は、特別教室の空調設備の設置や学校施設の老朽化

対応、GIGA スクール構想機器類の更新など、多様な教育課題の解決に向けても困難が生

じることが懸念されました。 

上記のように、基本的にはどの案にも懸念事項があり、基本的にはどの案も最適な手

法として方針決定することは困難でした。 

しかしながら、遅延なく全員喫食制給食の実施を図る必要があるため、次の事項を念

頭において実現可能な手法を模索しました。 

 

①全員喫食制給食の早期実現といった事業の目的を鑑み、開始時期を遅延させない、

又は早められる手法であること。 

②引き続き給食調理施設の建設を目指すことから、極力当該施設建設につながらない

コストを要しない手法であること。 

③全員喫食制給食の意図を鑑み、３中学校において可能な限り給食メニューの統一化

がなされる手法であること。 
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４．当面の実施方針案 

教育委員会では、先述の事項を踏まえて、全員喫食制給食を早期に実現するため、給

食調理施設整備までの間、暫定的に下記の手法により、亀山中学校及び中部中学校の全

員喫食制給食実施を図ることといたしたい。 

 

（１）外部調理委託による食缶搬入方式での全員喫食制給食の提供を行います。 

（２）令和８年度中の全員喫食制給食の提供開始を目指します。 

（３）提供する給食はアレルギーなどへの対応可能なものとします。 

（４）搬入校に日常的な衛生管理や残食確認、アレルギー対応食管理や配膳指導、食育

促進のために栄養教諭や給食調理員などの職員配置を目指します。 

（５）献立は、原則、自校及び関学校給食センターにおいて提供される給食と共通と   

し、市内小中学校において統一を図るものとします。また、県内産食材の利用な

ど地産地消について配慮したものとします。 

（６）搬送校には、配膳室や昇降機など必要な設備を設けるものとし、搬送は温度管理

可能な車両を使用するなどの配慮を行うものとします。 

（７）将来的な給食調理施設の整備にあたっては、関学校給食センターや大規模小学校

の給食調理施設の改修・更新などの機会において、その時点での状況や中長期的

な展望を勘案して、学校給食全体の提供方法を含め必要な規模や立地などを改め

て検討するものとします。  
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５．スケジュール 

中学校全員喫食制給食の実施に係るスケジュールは以下のとおりとします。 

 

年度・月 

作業内容 

令和 

５年度 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

10 12 ２ ４ ６ ８ 10 12 ２ ４ ６ ８ 10 12 ２ ４ ６ ８ 10 12 ２ 

給食外部調理委託                      

業
者
選
定 

業務委託 

仕様検討 
                     

選定委員会 

要綱策定 
                     

プロポー 

ザル 
                     

委託業者 

選定 
                     

委
託
業
務 

設備等準備                      

職員研修                      

提供試行                      

給食提供                    
 

 

中学校施設整備                      

設
計 

設計業務                      

建設確認 

申請 
                     

建築確認 

検査 
                     

埋蔵文化財

調査 
                     

工事                      

備品購入                      

 

 

提供開始 














